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(54)【発明の名称】 生体の眼の房水の流出を改善するための装置

(57)【要約】
本発明は眼科学的介入を実行するための装置、とりわけ
生体の眼の房水の流出を改善するための装置に関する。
前記装置はモニターに連続された内視鏡より成り、それ
は軸方向に位置し眼の観察野の画像に焦点を集め伝達す
るための光学要素を配備される少なくとも１個の第１チ
ャネルより成るプローブを配設される。作業チャネルは
更により小さな管状プローブを配設され、ここで軸方向
に置換可能な手術用具は前眼房をシュレム管に接続する
経路を創り出すためにバイブレーションまたはオシレー
ションのやり方で小柱網を手術することができる。
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【特許請求の範囲】

    【請求項１】  眼科顕微手術用、とりわけ眼（１０）の房水が前眼房（Ｖ）

の虹彩角膜角（Ｖ．１）の野で小柱網（９）を経由してシュレム管（８）に分泌

され、続いて自然チャネル系を通じて導かれる房水の排液を改善するための装置

であって、ここで内視鏡（２５）に操作可能に接続され小柱網（９）の方向で前

眼房（Ｖ）に挿入可能な管状プローブ（３０）が、その軸方向に配向されまた焦

点を集め視野からの画像を伝達するための光学要素を配設された少なくとも１個

の管状光学チャンネル（４３）より成り、また顕微手術を実行するための手術用

具（３５）が管状プローブ（３０）の遠端部（３１）に関して少なくとも軸方向

に配設され、および手動または電気モータ駆動機構により調節可能である少なく

とも１個の管状作業チャネル（３３）を持ち、それにより前眼房（Ｖ）をシュレ

ム管（８）に接続するために少なくとも通路（９．１）を小柱網（９）の組織内

に準備できることを特徴とする装置。

    【請求項２】  請求項１記載の装置であって、管状光学チャネル（４３）に

配設された光学要素が画像のモノスコープ伝達、とりわけ焦点を集めた視野から

の画像の伝達と視覚表現を行うように構成されることを特徴とする装置。

    【請求項３】  請求項１記載の装置であって、ここで少なくとも１個の光学

案内部材（４０）が視野で焦点を集め精度を高める光学チャネル（４３）に配設

されることを特徴とする装置。

    【請求項４】  請求項３記載の装置であって、ここで光学チャネル（４３）

に配設される光学案内部材（４０）の遠端部が視野に焦点を集め精度を高めるた

めの光学要素を配設されることを特徴とする装置。

    【請求項５】  請求項３に記載の装置であって、ここで遠端部（４１）の正

面で光学案内部材（４０）が視野に焦点を集め精度を高めるレンズ状光学要素と

して構成されることを特徴とする装置。

    【請求項６】  請求項３記載の装置であって、ここで光学案内部材（４０）

の遠端部（４１）で少なくとも１個のレンズが視野に焦点を集め、精度を高める

ために配設されることを特徴とする装置。

    【請求項７】  請求項３記載の装置であって、ここで光学レンズ（４５）が
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光学案内部材（４０）の遠端部（４１）に距離を置いて光学チャネル（４３）に

取り付けられることを特徴とする装置。

    【請求項８】  請求項３および７記載の装置であって、ここで光学チャネル

（４３）の遠端部がディスク（４６）で密閉され、光学レンズ（４５）が光学案

内部材（４０）の遠端部（４１）とディスク（４６）の間の光学チャネル（４３

）に配設されることを特徴とする装置。

    【請求項９】  請求項１記載の装置であって、ここで光学案内部材（４０）

により焦点を集めることができる視野がプローブ（３０）の遠端部（３１）に関

連して調節される手術用具（３５）の距離に依存して設定できることを特徴とす

る装置。

    【請求項１０】  請求項１記載の装置であって、ここで２個の管状光学チャ

ネル（４３：４３．１）がプローブ（３０）間で軸方向に相互に距離を置いて配

設され、また視野に焦点を集めその精度を高める光学要素がそこに配設されてお

り、またプローブ（３０）の遠端部（３１）に関連して調節できる手術用具（３

５）の距離に依存していることを特徴とする装置。

    【請求項１１】  請求項１および１０記載の装置であって、ここでそこに配

設された光学要素を持つ２個の光学チャネル（４３；４３．１）が三次元画像伝

達、とりわけ焦点を集めた視野の画像伝達でそれぞれ立体化するように構成され

ていることを特徴とする装置。

    【請求項１２】  請求項１および１０記載の装置であって、ここで光学案内

部材（４０：４０．１）が光学チャネルそれぞれ（４３；４３．１）に配設され

、ここで各光学案内部材が視野に焦点を集めそれを精度を高めるためのレンズ状

光学要素として遠端部（４１；４１．１）で構成されることを特徴とする装置。

    【請求項１３】  請求項１および１０記載の装置であって、ここで光学案内

部材（４０；４０．１）のそれぞれの遠端部（４１；４１．１）で少なくとも１

個の光学レンズ（４５；４５．１）が視野の焦点集めと精度向上のための光学チ

ャネル（４３；４３．１）に配設されまた付着されることを特徴とする装置。

    【請求項１４】  請求項１記載の装置であって、ここで管状チャネル（３３

．３）が光学チャネル（４３）と作業チャネル（３３）に加えて配設され、プロ
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ーブ（３０）の遠端部（３１）の軸方向に延び、焦点を集めた視野を照明するの

に適した光学案内部材（４７）を受けるように構成されることを特徴とする装置

。

    【請求項１５】  請求項１４記載の装置であって、ここで管状チャネル（３

３．３）に配設された光学案内部材（４７）が内視鏡（２５；１２５；１２５．

１）に結合する光源（１４）に接続されることを特徴とする装置。

    【請求項１６】  請求項１記載の装置であって、ここで光学要素により焦点

を集めた視野のモノスコープまたは立体画像伝達のためにカメラが内視鏡（２５

；１２５；１２５．１）に接続して配設され、また視野の表示のためにモニター

スクリーンがカメラに接続されることを特徴とする装置。

    【請求項１７】  請求項１記載の装置であって、ここで軸方向でプローブ（

３０）の遠端部（３１）に関連して作業チャネル（３３）内に配設された調節可

能手術用具（３５）が一定の位置にかつ予め定められた延伸距離に調節できるこ

とを特徴とする装置。

    【請求項１８】  請求項１７記載の装置であって、ここでプローブ（３０）

の遠端部（３１）に関連して軸方向に調節可能である手術用具（３５）が一定の

位置と予め定められた延伸距離で調節された焦点を集める視野に設定できること

を特徴とする装置。

    【請求項１９】  請求項１記載の装置であって、ここで手術用具（３５）と

案内管（３３）がプローブ（３０）内で固定して配設された作業チャネル（３３

）の遠端部に関連して軸方向で一緒にまたは別個に摺動可能になるようなやり方

で手術用具（３５）が案内管（３４）に配設されまた作業チャネル（３４）内に

配設されることを特徴とする装置。

    【請求項２０】  請求項１記載の装置であって、ここで作業チャネル（３３

）に配設された手術用具（３５，３５．１乃至３５．７）が顕微手術を行えるよ

うに構成されたヘッドピース（３６；７６乃至８２）と共に遠端部に配置され、

それは顕微手術に機能的に依存しまた手術用具（３５；３５．１乃至３５．７）

の長尺軸（Ｘ．３）の周りで軸摺動可能また回転可能に構成されることを特徴と

する装置。
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    【請求項２１】  請求項２０記載の装置であって、ここで手術用具（３５；

３５．１）の遠位ヘッドピースが１個または２個の刃つきナイフを構成し、長尺

軸（Ｘ．３）の周りに回転可能にされ、それによりナイフのバイブレーションま

たはシンチレーションで小柱網の組織を切断することを特徴とする装置。

    【請求項２２】  請求項２０記載の装置であって、ここで手術用具（３５．

５乃至３５．７）の遠位ヘッドピースが中空円筒管（８０；８１）としてまたは

ドリル（８２）として構成され、また長尺軸（Ｘ．３）の周りに回転可能であり

、バイブレーションまたはシンチレーションのいずれかあるいはバイブレーショ

ンおよびシンチレーションの組合わせにより単一要素が小柱網（１９）に持ち込

まれることを特徴とする装置。

    【請求項２３】  請求項２２記載の装置であって、中空円筒カニューレ（８

０；８１）が鋸歯ルーター（溝かんな）（８０．１）または切刃（８１．１）と

して正面で構成されることを特徴とする装置。

    【請求項２４】  請求項２０記載の装置であって、ここで手術用具（３５．

２乃至３５．４）の遠位ヘッドピースが鉗子または締付け要素（７７）として構

成され、あるいははさみ（７８；７９）として構成され、また案内溝（３４）と

関連してあるいは小柱網（９）とは逆に手術用具（３５．２乃至３５．４）の軸

方向での動きにより各要素が切り抜きまた締付けで小柱網（９）と係合すること

を特徴とする装置。

    【請求項２５】  請求項１記載の装置であって、ここでも一つの作業チャネ

ル（３３．２）が作業チャネルと各光学チャネル（４３；４３．１）に加えてプ

ローブ（３０乃至３０．５）内に配設され、またプローブ（３０乃至３０．５）

の遠端部に延び、それが内視鏡（２５；１２５；１２５－１）と線路（２１）で

組合された吸引洗浄単位（２２）に接続されることを特徴とする装置。

    【請求項２６】  請求項１記載の装置であって、ここで内視鏡（２５；１２

５；１２５．１）に配設されたプローブ（３０乃至３０．５）が少なくと１個の

管状光学チャネル（４３）と少なくとも１個の管状作業チャネル（３３）を同軸

で受けるように構成されることを特徴とする装置。

    【請求項２７】  請求項１および２６記載の装置であって、ここでプローブ
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（３０乃至３０．５）が長円または楕円断面を持ち、それが約２．４ｍｍの外幅

（Ｂ）と約１．２５ｍｍの外高（Ｈ）を持つことを特徴とする装置。

    【請求項２８】  請求項１記載の装置であって、ここで手動または電動機駆

動機構（６０；１４５；１５５）が内視鏡（２５；１２５；１２５．１）の近端

部に結合するため、また作業チャネル（３３）に配設された手術用具（３５）を

駆動するために配設されることを特徴とする装置。

    【請求項２９】  請求項１および２８記載の装置であって、ここで駆動機構

（６０；１４５；１５５）が長尺軸（Ｘ．３）の周りで調節運動およびまたは回

転運動を軸方向に指向するための部材を配設されていることを特徴とする装置。

    【請求項３０】  請求項１記載の装置であって、ここで手術用具（３５）の

近端部が長尺軸（Ｘ．３）の周りでの回転運動のため、また手動軸調節運動を行

うため電動機構装置（６５）の出口軸と結合部材（７５）を経由して操作可能に

接続されることを特徴とする装置。

    【請求項３１】  請求項１および２８記載の装置であって、ここで電動駆動

装置（６５）がハウジング（６１）に配設され、少なくとも２個の把持部材（６

４）と、手術用具（３５）に配設された結合部材（７５）の手動調節運動のため

にハウジング（６１）の外周部に配設された軸摺動可能な１個の摺動部材により

操作可能に接続されることを特徴とする装置。

    【請求項３２】  請求項１記載の装置であって、ここで内視鏡（２５；１２

５；１２５．１）の各要素が相互に差込み閉鎖部で結合されることを特徴とする

装置。

    【請求項３３】  請求項１記載の装置であって、ここで内視鏡（２５；１２

５；１２５．１）の各要素が相互に固定円錐コネクターで結合されることを特徴

とする装置。

    【請求項３４】  請求項１記載の装置であって、ここで同軸に配設された手

術用具（３５）を持つ案内管（３４）がプローブ（３０）の作業チャネル（３３

）への挿入のために長尺軸に関連して可撓性である案内管として構成されること

を特徴とする装置。

    【請求項３５】  請求項１記載の装置であって、ここで結合部材の一端部が
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内視鏡（１２５）に接続され、結合部材の他端部はハウジングに支持さればね（

１０９）の復原力に対抗して摺動可能であり、これにより制御部材（９０）は結

合部材（１１０）とハウジング（１０１）に軸上に配設され、また一端部で結合

部材（８５）を経由しまた他端部では駆動軸（９３）を経由して電動機駆動機構

（９５）と操作可能に結合されることを特徴とする装置。

    【請求項３６】  請求項３５記載の装置であって、ここでその近端部で内視

鏡（１２５）に配設された手術用具（３５）が結合部材を経由して駆動制御部材

と操作可能に接続されることを特徴とする装置。

    【請求項３７】  請求項３５記載の装置であって、ここでハウジング（１０

１）に配設された制御部材（９０．１）がねじ込みスピンドル（９４）として近

端部で構成され、それが駆動軸（９３）の回転の結果軸方向で摺動可能であるこ

とを特徴とする装置。

    【請求項３８】  請求項３７記載の装置であって、ここで制御部材（９０．

１）の軸運動がハウジング（１０１）に配設され制御単位（９７）に接続された

スイッチ（９８）により作動できることを特徴とする装置。

    【請求項３９】  請求項１記載の装置であって、ここで駆動機構（１５５）

が内視鏡（１２５．１）の近端部と結合するために配設され、それが手術用具（

１３５．１）の長尺軸の周りで軸制御運動と回転運動のために手動で制御される

ことを特徴とする装置。

    【請求項４０】  請求項３９記載の装置であって、ここでハウジングとして

構成されるアダプター部（１５０）が一端部で内視鏡（１２５．１）の近端部と

結合係合のためそこに一体形成されたハウジング部（１５４）を持ち、また他端

部では延伸中空円筒状ハウジング部（１５４．１）が配設され、そこでは圧力ば

ね（１１７）の復原力に対して摺動可動である作業装置（１１６）が配設される

ことを特徴とする装置。

    【請求項４１】  請求項３９記載の装置であって、ここで手術用具（１３５

．１）が内視鏡（１２５．１）内に配設され、ここで手術用具の近端部が圧力ピ

ース（１１８）に操作可能に接続され、また作動装置（１１６）を経由して手術

用具（１３５．１）の軸調節のための圧力ばね（１１７）の復原力に対して回転
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軸の周りで手動回転により摺動可能であることを特徴とする装置。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

    【技術分野】

  本発明は眼科手術処置を行うための装置、とりわけ眼の房水の排液を改善する

ための装置に関し、ここで前眼房の虹彩角膜角の野で分泌された房水は小柱網を

経由してシュレム管に導入され、そこから自然チャネル系に導入されることに関

する。

      【０００２】

  眼の機能的能力は眼内圧（ＩＯＰ）に依存し、後眼房と前眼房の間を循環しそ

れにより連続して再生する房水（ｈｕｍｏｒ  ａｑｕｅｏｕｓ）の流入と流出が

平衡にあることを必要とし、また虹彩角膜角（ａｎｇｕｌｕｓ  ｉｒｉｄｏｃｏ

ｒｎｅａｌｉｓ）での房水が小柱網（ｔｒａｂｅｃｕｌｕｍ  ｃｏｒｎｅａｓｃ

ｌｅｒａｌｉｓ）を介してシュレム管に、またそこから小管と房水静脈を集める

ことにより成る自然通路系を介する房水の自然排液が実現される。

      【０００３】

  疾病または損傷により小柱網に変化が生じる場合には、房水の排液はしばしば

減少して眼内圧の上昇を来たし、しばしば視覚障害に導き盲目に導きかねない緑

内障として知られる疾病を起こす。

      【０００４】

    【背景技術】

  欧州特許庁ＥＰ－Ａ  ０  ５５０  ７９１から疾病または損傷から誘導される

房水の閉塞に導く変化に関する小柱網の処置についての装置が開示されている。

この装置は、適切な媒体をシュレム管に注入し、シュレム管は強膜を切断開放し

それを上に折りたたむことにより小柱網の静脈網はいくつかの点で延伸開放され

て圧補償が行われ、その結果、開放により房水の自然排液が復元され、これによ

り開放壁の閉塞は開放された壁が高い粘度媒体で湿潤化（層状化）されて事実上

予防される。

      【０００５】

  前記公開引用例に記載された装置と方法はシュレム管の伸張に向けられ、その
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結果小柱網が押し開かれて有用であることが示されたけれども、しかし、実際の

ところ完全に成功したということにはならず、とりわけ疾病により障害物の形態

での小柱網での変化およびまたは一緒に大きくなる小柱網からの閉塞が起こった

場合には水圧手段による小柱網の開放または伸張は不十分でありまたは全然実現

できない。

      【０００６】

  かくして顕微手術を実行するための装置を提供し、とりわけ小柱網が極端に詰

まりまたはそれぞれ一緒に成長する場合に眼科手術を行うことができ、それによ

り房水の眼内循環の調節が再活性化されそれに基づき小柱網を経由してシュレム

管への自然排液が事実上実現されるための装置を提供することが本発明の一つの

目的である。

      【０００７】

    【発明の開示】

  本発明に基づく装置は前眼房内での管状のプローブにより特徴付けられ、それ

は内視鏡に操作可能に接続されたプローブに沿った軸で小柱網の方向に位置し視

野に焦点を集めそれからの画像を伝達するための少なくとも１個の光学要素より

成る管状光学チャネルと少なくとも１個の管状作業チャネルを配設される。作業

チャネル内には管状プローブの遠端部に関連して軸方向で調節可能な顕微手術用

具が配設され、それは手または電動機で駆動され、この用具により前眼房をシュ

レム管に接続するために小柱網の組織に少なくとも１個の通路を切り込むことが

できる。

      【０００８】

  本発明の追加の利点と要素並びのその更なる実施例は図面と前記請求項を引用

して詳細に説明される。

      【０００９】

    【発明を実施するための最良の形態】

  図１で示されるのは一般に符号２００として参照される装置の図式による表示

であり、生体の眼の顕微手術を実行するための数多くの機能要素を含む。

      【００１０】
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  本発明を説明するために、眼１０は長尺に沿った切開部として拡大図で図１に

示され、ここで角膜１、虹彩２、瞳孔３、強膜４、硝子体液５、水晶体６と小帯

繊維７、円形シュレム管８（強膜静脈洞）と小柱網９が前面で示される。中空釘

に形成されたプローブ３０を前眼房Ｖに挿入するために、例えばナイフその他（

ここで図示されていない）適切な手術器具により縁部１１の領域で角膜１に開口

部１２（切開部）が眼科医により切り込まれる。手術器具の挿入のためのスリッ

ト状開口部１２は約１．５ｍｍ乃至２．０ｍｍ幅である。

      【００１１】

  図１で図式で示される装置２００は管状プローブ３０と少なくとも１個の接続

ピース２６を持つ内視鏡２５より成る。内視鏡２５は線路１８を経由してカメラ

１９と接続され、それは接続ピース２６と結合され、カメラ１９はモニタースク

リーン２０と接続される。管状プローブ３０内で、光学要素が配設され、それに

より虹彩角膜角の視野からの画像が接続されたカメラで撮影され、検査のために

モニター２０にモノスコープまたは立体的（三次元）画像のどちらかで生成され

従って、眼科医がそれを見ることができるようなやり方で、管状プローブ３０は

お互いに比例して配列されカメラ１９に接続された単一光学要素または２個の光

学要素を配設される。

      【００１２】

  図１で図式で示された内視鏡２５はハウジング状結合部材５０により駆動機構

６０と接続される。駆動機構６０は一方では管状プローブ３０および顕微手術を

実行するための機械機構要素と操作可能に接続されており、また他方では線路を

経由してエネルギー源と操作可能に接続されている。

      【００１３】

  実施例で示すように、駆動機構６０は電力線１７，１７．１を通してその間に

スイッチを配設した電源１５と操作可能に接続される。駆動機構６０のスイッチ

は、例えばフットペダル１６により作動される。ここでは示されていないけれど

も、その変形として、機能的要素が電流供給源（電池）により作動され、それは

駆動機構６０と接続され、またはそれは駆動機構６０のハウジング内に配設され

る。
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      【００１４】

  第１実施例では、図１で図示で示された内視鏡２５は第２接続ピース２６．１

と接続されそれは内視鏡２５の内部空間２７（図５）に接続され、これに対して

光学１４に接続された光ファイバー光案内部材が接続される。光案内部材１３は

ここに詳細に示されていないやり方で内視鏡に入り込み、管状プローブ３０軸配

向された補助チャネルに配設される。図３Ｄと３Ｇは管状プローブ３０に配設さ

れた光案内部材のためのチャネルを示す。

      【００１５】

  第２実施例では、内視鏡２５は線路２１を通して図式表示で示される吸引洗浄

単位２２に結合される。線路２１はここでは示されていないやり方で、内視鏡２

５に入り込み、管状プローブ３０で軸配向された補助チャネルに同じように配設

されている。図３Ｄと３Ｇでは、線路２１に対する管状内視鏡３０内のチャネル

が示されている。

      【００１６】

  図２は角膜１、彩光２、水晶体６、小帯繊維７、強膜４と同じくシュレム管８

ならびに小柱網９を持つ拡大図での目の切開部を示し、小柱網９はその前部に位

置している。図２では更に内視鏡（図１）に付着された管状プローブ３０の部分

が示されており、このプローブ３０は挿入された虹彩角膜角Ｖ．１に向けて配向

されたことを示している。プローブ３０は二方向矢印Ｘの方向で内視鏡２５と共

に軸移動可能である。適切な移動を通して、プローブ３０とその遠端部３１は小

柱９に関連して焦点を集め、それによりプローブ３０の光学機能要素によるかな

り大きな視野を実現する。

      【００１７】

  光線の通路の形態で図２で見られるように視野に対する空間角または開口角α

は望ましくは約１２０°の範囲である。

      【００１８】

  以下のパラグラフは管状プローブと、機械的または機能的要素を保持するため

そこで受け入れる同じく管状チャネルの適切な構成について述べる。図３Ａ，３

Ｂおよび３Ｅで示されるように、プローブ３０のそれぞれならびに３０．３は画
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像のモノスコープ伝達のために構成され、また図３Ｃと３Ｄで示されたプローブ

３０．１と３０．２、同じく図３Ｆと３Ｇで示されたプローブ３０．４と３０．

５は画像の立体伝達のために構成されている。

      【００１９】

  図３Ａはプローブ３０の第１実施例の拡大図での断面図であり、そこでの軸配

向作業チャネル３３とそれに平行して距離を置いた光学チャネル４３を示してい

る。ここで図式で示された案内管３４と手術用具３５は作業チャネル３３に配設

されている。手術用具３５の遠端部ではヘッドピース３６が配設され、これは図

３Ａで見られるように例えばナイフなどの作業用具として構成されている。更な

る変形としては、ヘッドピース３６は以下で記載されるように、切断、把持また

は締付け用具して基本的に構成されている。

      【００２０】

  案内管３４は、プローブ３０に静止して配設された作業チャネルに関連して二

方向矢印Ｘ．１の方向に移動可能であり、またはプローブ３０の遠端部３１に関

連して軸方向に移動できる。更に手術用具３５は案内管３４の遠端部３７に関連

して軸方向に移動可能であり、あるいはプローブ３０の遠端部３１に関連して二

方向矢印Ｘ．２の方向に移動できる。手術用具３５のヘッドピース３６で実行さ

れまた手動あるいは電動機のいずれかして作動できる駆動機構により生み出され

る各種の運動も以下で詳細に説明される。

      【００２１】

  ここでは示されていない手段により、プローブ３０内に付着された光学チャネ

ル４３（図３Ａ）は、モノスコープ画像伝達のためにここに配設された光学案内

部材４０より成る。光学レンズ４５はチャネル４３の内部空間４２内にまた光学

案内部材４０の遠端部４１管状光学チャネル４３の遠端部４４の間に配設される

。管状光学チャネル４３の遠端部４４は望ましくは透明（半透明）ディスクまた

は類似のものにより密封される。光学案内部材４０は例えば複数の束状光学光案

内ファイバーより成る。

      【００２２】

  図３Ｂは図３Ａに基づく矢印Ａの方向でのプローブ３０の断面の平面図を示し
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、ここでプローブは平らな楕円中空針として構成され、またここで管状作業チャ

ネル３３とその反対側に位置する管状光学チャネルはプローブ３０の内部空間３

２に配設される。作業チャネル３３と光学チャネル４３は望ましくはここで示さ

れていない手段によりプローブ３０の壁３２．１に付着される。作業チャネルの

（詳しくは同定されていない）内部空間に配設されているのは、内部空間３８を

持つ案内管３４であり、図３Ｂで図式で表示されているように手術用具のヘッド

ピース３６を受け入れるように構成されている。光学チャネル４３は図３Ａで示

したように前に引用した光学要素４０，４５，４６を受け入れるための内部空間

４２を持ち、これにより図３は図式表示で半透明ディスク４６を示している。

      【００２３】

  図３Ｃではプローブ３０．１の第１の変形が平らな楕円中空針として構成され

て平面図で示されている。図３Ｂで示された実施例と比較して、内部空間３２を

持つプローブ３０．１は、お互いに距離を置いて内部空間３２に正反対に配列れ

されそこで補償される２個の光学チャネル４３と４３．１、２個の光学チャネル

の間に配設された作業チャネル３３．１より成る。（引用符号を付されてはいな

いが）作業チャネルの内部空間に配設されているのは、図３Ｂと同じように内部

空間３８．１を持つ案内管３４．１であり、ここで図式表示で見られるヘッドピ

ース３６を受け入れるように構成されている。両チャネル４３と４３．１および

それら各自の内部空間４２と４２．１は図３Ａで前に記載の通り光学要素４０，

４５と４６を受け入れるように構成されており、ここで２個の半透明ディスク４

６と４６．１は図３Ｃで図式表示されている。

      【００２４】

  図３Ｄは３０．２の参照符号で楕円形中空針として構成されたプローブの第２

の変形を示す。プローブ３０．２は図３Ｃで前に記載の変形のように構成され、

相互に距離を置いて正反対に配設された２個の光学チャネル４３と４３．１より

成る。図３Ｃで示された実施例からの変形で、本変形は第２作業チャネル３３．

２で構成され第１作業チャネル３３に対応する。第２作業チャネル３３．２では

、線路３９が配設されこれはここでは示されていないやり方で線路２１（図１）

を通して吸引洗浄単位２２と結合される。
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      【００２５】

  図３Ｅ，３Ｆ，３Ｇはそれぞれ中空針として構成されたプローブ３０．３およ

び３０．４および０．５の第２実施例の平面図を示す。図３Ｂおよび３Ｃ更に３

Ｄに基づく実施例からの変形では、図３Ｆ乃至図３Ｇの断面図に基づくプローブ

３０．３および３０．４および３０．５が長円中空釘として構成される。そこに

配列された機能要素を持つそれぞれのプローブ３０．３および３０．４および３

０．５（図３Ｅ乃至３Ｇ）に配設されたチャネルは図３Ｂ乃至３Ｄと関連して示

された前記のチャネルと同じように基本的に構成されている。望ましくは、図３

Ｂに基づくアセンブリと同じように図３Ｅの内部アセンブリならびに図３Ｆの内

部アセンブリは図３Ｃに基づくアセンブリに類似しており、また図３Ｇの内部ア

センブリは図３Ｄでのアセンブリに基づいて事実上構成されている。

      【００２６】

  平面楕円または長円垂直軸に沿った断面で図３Ｂ乃至３Ｇの拡大規模で図式に

表示されたプローブ３０乃至３０．５は高さＨ約１．２５ｍｍ、幅Ｂ約２．４１

ｍｍまた壁圧Ｗ約０．０８ｍｍを持つ。

      【００２７】

  図３Ｂと３Ｅで示されたプローブ３０乃至３０．３の実施例はそれぞれ画像の

モノスコープ伝達のためにそこに配設された光学チャネルで構成されている。図

３Ｃと３Ｄと図３Ｆと３Ｇで示されたプローブ３０．１と３０．２および３０４

と３０．５の実施例は画像の立体（三次元）伝達のために構成された光学チャネ

ル４３と４３．１をそこに配設している。

      【００２８】

  図３Ｇで示された更なる変形において、追加のチャネル３３．３がそれぞれチ

ャネル４３と４３．１，チャネル３３．１と３３．２の間に位置している。チャ

ネル３３．３は図式表示でここに示された光学案内部材４７を受けるように構成

されている。チャネル３３．３に配設された光案内部材４７は虹彩角膜Ｖ．１（

図２）での手術に適した野を照明する束状光線を放射するのに役立つ。

      【００２９】

  各プローブ３０；３０．１；３０．２；３０．３；３０．４あるいは３０．５



(16) 特表２００３－５１４６１６

の案内管でそれぞれ作業チャネルに位置する各手術用具の遠端部でヘッドピース

が配設され、これは顕微手術を実行するよう構成されている。手術用具のヘッド

ピースは延伸用具または針金に構成され駆動機構と操作可能に結合される。小柱

網（図２）の組織が比較的可撓性でスポンジ状の堅牢性であるために、ヘッドピ

ースを具えた手術用具はたとえばナイフ、把持または締付け要素（鉗子）、はさ

みの形状、あるいは円筒形切断要素、円筒形ルーター、またはドリルあるいは類

似のものの形状に構成される。

      【００３０】

  それぞれの手術用具に付着できまたは用具に不可欠のヘッドピースの実施例は

図４Ａ乃至４Ｋと関連して以下のパラグラフで説明される。続く説明を単純化す

る目的のために、拡大規模で示された各変形は図３Ａ乃至４Ｋで示されていない

プローブの遠端部に関する。

      【００３１】

  図４Ａの第１実施例はそこに同軸で配設された案内管３４と手術用具３５を備

えた作業チャネル３３の遠端部の断面図を示している。手術用具３５の遠端部に

不可欠に形成されたヘッドピースは、たとえば刃３６．２を持つナイフ３６．１

の形状に構成される。この実施例では、二方向矢印Ｘ．２に従って軸方向で移動

できる手術用具はそれぞれ小柱網９（図２）に通路９．１を切り込む顕微手術を

実行するために案内管３４の遠端部３７から突き出るナイフ３６．１を持つ。

      【００３２】

  図４Ａに基づく第１実施例の変形が図４Ｂで示され、ここでは手術用具のヘッ

ドピース７６がナイフ７６．１として構成されている。図４Ａで示された実施例

の変形では、ナイフ７６．１は刃７６．２と７６．３を持つように構成される。

実施例のこの変形では、遠端部から突き出るヘッドピース７６を持つ手術用具３

５．１は矢印Ｙの方向に基づきその回転軸Ｘ．３の周りを回転可能に駆動される

。更なる変形では、回転駆動可能手術用具３５．１は二方向矢印Ｘ．２に沿って

軸方向で更に移動できる。

      【００３３】

  図４Ｃは、そこに同軸で配設された案内管３４と手術用具３５．２を持つ作業



(17) 特表２００３－５１４６１６

チャネル３５．２の遠端部３７の第２実施例の断面図を示す。手術用具３５．２

は２個の離れて広がった締付けアーム７７．１と７７．２を持つように構成され

たヘッドピース７７を配設される。顕微手術で必要とされる締付け機能を実現す

るために、両方の締付けアームは、例えばヘッドピース７７の近端部に関連して

軸方向Ｘ．２に沿って案内管３４の相対運動により圧迫され、ここで小さな摘み

取り運動により小柱網９りスポンジ状組織の比較的小さな組織を把持しそれを取

り去ることで単一通路９．１を形成することができる（図２）。

      【００３４】

  図４Ｄは案内管３４を持つ作業チャネル３３と、同軸でそこに配設された手術

用具３５．３の遠端部３７を示す第３実施例の断面図である。手術用具３５．３

は斜めばねの２個の切り刃を持つはさみが配設されている。例えばヘッドピース

７８の近接部に関して軸方向Ｘ．２での相対運動で斜めばね刃の復元力に対抗し

て２個の切り刃７８．１と７８．２が一緒に押され、それにより通路９．１（図

２）の形成のために小柱網９の海面状組織を切断して切断機能が実現される。

      【００３５】

  図４Ｅと図４Ｆは図４Ｄに基づく実施例の変形を示し、ここで作業チャネル３

３は案内管３４と共に見られ、ヘッドピース７９を配設された手術用具３５．４

がそこで同軸に配設されている。ヘッドピース７９は切断機能を果すために軸方

向Ｘ．２におよびそれから移動できる静止第１ナイフまたははさみ刃７９．１、

同じく第２ナイフ７９．２またははさみ刃より成る。図４Ｅでは２個のナイフま

たははさみ刃７９．１と７９．２は用いた位置で示され、また図４Ｆではそれは

閉じた位置で示される。

      【００３６】

  図４Ｇは案内管３４を持つ作業チャネル３３とそこに同軸に配設された手術用

具３５．３の遠端部を示す第４実施例の部分断面図である。中空円筒管の形に構

成された手術用具３５．５は鋸歯状前面部８０．１を持つヘッドピース８０を配

設され、また環状表面への円錐台を配設されているため、正面は円形切り刃８１

．１を示している。

      【００３７】
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  図４Ｇと図４Ｈで示される２個の実施例は更に小柱網９の手術で取り出される

組織小片がここでは示されていない他の手段で中空円筒ヘッドピース８０と８１

それぞれを通じて吸引できるように構成されている。

      【００３８】

  図４Ｋは案内管３４を持つ作業チャネル３３とそこに同軸に配設された手術用

具３５．７の遠端部を示す更なる実施例の断面図である。手術用具３５．７は図

式表示でここにしめされるようにドリルの形状に構成され、少なくとも１個の切

り刃８２．１を示すヘッドピース８２を配設されている。実施例のこの変形では

、案内管３４の遠端部から突き出るヘッドピース８０を持つ手術用具３５．７は

二方向矢印Ｘ．２に沿った軸方向で可動であり更に矢印Ｙの方向で回転軸Ｘ．３

の周りで回転可能に駆動できる。

      【００３９】

  そのそれぞれのヘッドピース３６；７６；７７；７８；７９；８０；８１ある

いは８２の機能の構成と手段に依存して、図４Ａ乃至４Ｋに関連して前に記載さ

れた手術用具は、電動機能駆動機構により二方向矢印Ｘ．２Ｋの方向におよびま

たはそれ自身の回転軸Ｘ．３の周りでそれぞれ軸回転可動であることは注目され

ねばならない。前記の運動および矢印Ｘ．２のＹの方向への手術用具の運動も組

合わせることができる。

      【００４０】

  各手術用具３５，３５．１乃至３５．７はとりわけ軸方向の操作位置に各手術

用具を持ち込む時に、眼科医により手で操作することができる。駆動機構６０の

電動機を使用する時には、前記の運動はバイブレーションまたはオシレーション

もしくはオシレーションとバイブレーション両方を同時に組合わせて実行するこ

とができる。

      【００４１】

  も一つの変形では、駆動機構６０は小柱網９で顕微手術を実行するための超音

波を発生する手術用具の一つとして操作可能に接続された高周波発電機として構

成される。

      【００４２】
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  前に記載の手術用具のヘッドピース３６；７６；７７；７８；７９；８０；８

１はナイフ、把持要素または締付け要素（鉗子）、はさみ、円筒形切断要素、ル

ーターまたはドリルの形に構成され、少なくとも１箇所望ましくは２箇所で通路

９．１を小柱網９に切り込む手段として役立ち、この通路により前眼房Ｖと、虹

彩角膜各の野の円形シュレム管８との接続が房水の排液のために実現される（図

２）。望ましくは、顕微手術の全期間に、顕微手術切断から生じる小柱網の組織

小片が適切な手段により吸引される。

      【００４３】

  通路９．１の切断時前記手段用具３５乃至３５．７による顕微手術期間に、粘

性の高い媒体を適切な手段で経路９．１に注入することができる。経路９．１の

このような湿潤表面壁は、小柱網９に切り込まれた経路９．１を密封することか

ら局所組織形成（細胞増殖および瘢痕形成）を予防する。

      【００４４】

  図５は図式で表示された内視鏡２５の図を示し、ここでは内部空間２７を持つ

円筒形ハウジングが部分斜視図で示される。ハウジング２８の外周では、第１接

続ピース２６が線路１８に配設され、その反対側に他の接続ピース２６と２６．

１が線路１３（光案内部材）に配設される。２個の接続ピース２６と２６．１は

ハウジング２８の内部空間２７と液体連通する。一端部では、ハウジング２８は

中空針の形に構成されたプローブ３０のための第１コネクター２８．１を配設さ

れる。プローブ３０はここでは示されていない手段によりコネクター２８．１を

配設され、同じようにハウジング２８の内部空間２７と液体連通する。他の一端

部では、ハウジング２８は円筒部分２８．２と外部円形カラー部２９を配設され

る。

      【００４５】

  図６Ａは拡大された規模での駆動機構の第１実施例の断面図を示し、それはハ

ウジング状仲介ピースまたはカップリング部材を経由して部分図で示される内視

鏡２５に接続される。各要素６０と５０と２５は以下のパラグラフで説明される

。

      【００４６】
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  駆動機構６０は内部空間６２を持つハウジング６１と、出口軸６６を持つ一端

部で配設された電動機６５より成る。他の一端部では線路１７．１を経由して図

１で図式で表示される電力源と操作可能に接続される。一端部では、ハウジング

６１は例えばねじ込みキャップ６８などのように上部を密封される。ねじ込みキ

ャップ６８は線路１７．２への穿孔６９を持つ。更にハウジング６１の外周に配

設される摺動部材６７は摺動部材６７に付着されまたハウジング壁６１．１の対

応する凹部６３に案内される引っ掛け部材６４により電動機６５と操作可能に係

合をもたらすことができる。ハウジング６１の他の端部では、アダプター部５８

は輪みぞ５８．１を配設され、また仲介ピース５７は円錐形心出し面５７．１を

持ち、それは正面壁５９に一体に形成される。アダプター部５８は仲介ピース５

７で円形に囲まれているが、それはハウジング６１の内部空間６２と液体連通す

るように貫通孔５５を配設されている。

      【００４７】

  一端部では、ハウジング状カップリング部材５０は、内部輪みぞ５１．１を配

設された第１ハウジング部５１と、円形カラー部５４を持つ第２ハウジング部５

３より成る。第２ハウジング部５３は内部円錐形心出し面５３．１を配設され、

第１ハウジング部５１は外部円錐形心出し面５２．１を持つ仲介ピース５２を配

設されている。

      【００４８】

  他の端部では、ハウジング状カップリング部材５０は、輪みぞ５８．１内に配

設されたカラー部５４を経由して、また内視鏡２５に配設された円筒部２８．２

の輪みぞ５１．１に位置する円形カラー部２９を経由してアダプター部５８によ

り駆動機構６０に操作可能に接続される。円錐形心出し面を配設された要素２５

，５０と５８，６１は、例えば差込み引っ掛け部材たまはばね錠でアセンブリ単

位に操作可能に接続されている。各要素２５，５０，６１で形成されたように、

内部空間はそこに同軸で配設された手術用具３５を持つ案内管３４の管状作業チ

ャネル３３を受けるように配設構成される。案内管３４とそこに同軸で配設され

た針金状手術用具３５それぞれは可撓性を考慮される。

      【００４９】
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  例えば延伸針または類似の形態に構成された手術用具３５は、図４Ａで図式で

表示されるようにカップリング部材を経由して電動機６５の出口軸６６と操作可

能に接続されている。カップリング部材７５は案内管３４に配設される手術用具

３５の近端部にここでは示されていない手段で固定された圧力ピース７１より成

る。案内管３４に直面する圧力ピース７１の側面はここでは詳しく示されていな

い円形隣接面を配設される。案内管から離れて面する圧力ピース７１の側面は、

その前部に付着ピース７３を持つピン状アクチュエータ７０を持ち、ここでは示

されていない手段でそこに配設されている。ピン状アクチュエータ７０は電動機

駆動機構６５の出口軸６６に操作可能に接続されたヘッドピース７４の対応して

構成された凹部に付着ピース７３を配設されている。圧力ばね７２は圧力ピース

７１とヘッドピース７４の間のアクチュエータ７０で配設される。

      【００５０】

  図６Ｂは拡大規模での内視鏡２５の部分断面図を示し、輪みぞ５１．１に係合

するカラー部２９により内視鏡２５の円筒部２８，２に付着されたコネクター部

材５０のケーシング部５１に配設される。更にそこに配設された光学案内部材４

０を持つ管状光学チャネル４３は内視鏡２５の内部空間２７に示される。光学案

内部材４０は内視鏡２５に配設された接続ピース２６を通じて突き出し、ここで

は詳細には示されていないやり方でカメラ１９（図１）に導く線路１８と結合さ

れる。

      【００５１】

  図７Ａは内視鏡１２５に配設された駆動機構１４５の第２実施例の拡大規模で

の断面図を示す。駆動機構１４５はハウジング１００、カップリング部材１１０

同じくハウジング１００の内部空間１０２に配設された制御部材９０より成る。

円筒形心部９２とストップカラー部９１を配設された駆動部材９０は駆動機構の

駆動軸９３を経由して出口軸９６と操作可能に接続されている。２個の軸９３と

９６は、例えばここで詳細に示されてはいないやり方で適切なカップリングまた

は接続要素により非係合のため相互に接続されている。出口軸９６を持つ駆動機

構９５は望ましくは電動機駆動機構として構成される。

      【００５２】
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  ハウジング１００はそれぞれ構成された機能要素を受ける内部空間１０２を持

つ円筒胴部１０１として構成される。円筒胴部１０１の一端部は円筒心部を配設

された制御部材を支持する貫通孔を持つ後壁１０５を配設される。円筒肩部１０

３は後壁１０５から内部空間１０３に延び、かくして円形ポケット部１０４を形

成し、これは圧力ばね１０５を受けかつ付着するように構成される。圧力ばね１

０９の一端部は肩部１０３に配設され、他の端部はカップリング部材１１０の円

筒肩部１１１に配設される。軸方向に貫通孔１１４を持つカップリング部材１１

０は貫通孔１１４に関連して設定される内部凹部１１２で構成され、凹部１１２

に接続する少なくとも１個、望ましくは２個の正反対に対向する切欠凹部１１３

を持つ。カップリング部材１１０を圧力ばね１０９の復元力に対抗して移動させ

たとき、制御部材９０の少なくとも１個のピンまたはカム８８は切り欠き凹部１

１３に係合し、これによりカップリング部材１１０に固定回転係合状態をもたら

す。

      【００５３】

  他の端部において、円筒胴部１０１は内部空間１０２に対応しカップリング部

材１１０を部分的に挿入するための開口部（参照符号なし）を持つ。内視鏡１２

５に向けて配向される円筒胴部１０１は円筒胴部１０１の壁を通じて延びる少な

くとも１個、望ましくは２個の正反対に対向する凹部１０８を配設され、それは

円筒胴部の端部に位置するストップカラー部で結合される。

      【００５４】

  図７Ａの部分図で示されるように、ハウジングの形状でほぼ構成されたコネク

ター１３０はカップリング部材１１０とそれぞれハウジング１００に対向する内

視鏡１２５の端部に配設される。コネクター１３０はカップリング部材１１０に

対応する第１凹部と、それに隣接する第２凹部を配設される。凹部１３１の内部

円周面では円形輪みぞ１３１．１がカップリング部材１１０と面する端部で一体

に形成されたカラー部１３１と係合するために配設され、そのためカップリング

部材１１０は差込み引っ掛け部材またはばね錠により内視鏡１２５のコネクター

１３０との接続を形成する。

      【００５５】
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  更に図７Ａで示されているのは、内視鏡１２５で一体に形成された円筒部１２

８と、円筒部１２８と一体に形成され光学案内部材１４０を受けるための第１接

続ピース１２６である。光学案内部材１４０は接続ピースを通って突き出ており

ここでは詳細に示されていない手段によりカメラ（図１）と操作可能に接続され

た線路１８と結合される。内視鏡１２５の円筒部１２８は軸方向に配向された内

部空間１２７を持つ。管状作業チャネル１３３はそこに同軸に配設された案内管

１３４と共に内部空間１２７内に配設される。手術用具１３５は案内管１３４内

に同軸に配置される。案内管１３４と延伸針金の形にある手術用具１３５は可撓

性で構成される。

      【００５６】

  針金状手術用具１３５の近端部で、圧力ピース１２０がここで詳細に示されて

いない手段によりそこに付着される。案内管１３４の方向に面した圧力ピース１

２０の表面は案内管１３４の合口の円形面として構成される。反対端部では圧力

ピース１２０はカップリング８５として構成されるルーアー円錐コネクターまた

は差込み引っ掛け部材により制御部材９０と操作可能に接続される。示された実

施例では、カップリング８５は制御部材９０に配設されるヘッドピース８６より

成る。ヘッドピース８６はポケット孔を形成する孔８７を配設され、圧力ピース

１２０に配設されるピン１２１を受けるよう対応して構成される。

      【００５７】

  制御部材９０のヘッドピース８６への圧力ピース１２０のカップリング接続は

、望ましくは既知のルーアー円錐コネクターまたは差込み引っ掛け部材により実

現され、これにより圧力ピースのピン１２１に配設されるカム１２３はヘッドピ

ース８６の孔のポケット孔に配設された溝８９で受ける。施錠効果は望ましくは

ピン１２１で支持され圧力ピース１２０とヘッドピース８６の間に配設された圧

力ばね１２２により高められる。

      【００５８】

  図７Ｂはカラー部１０７を持つハウジング１００と内視鏡１２５の円筒切断ピ

ース１２８を示す上面部分図であり、それはコネクター１３０によりカップリン

グ部材１１０に配設される。更にハウジング１００内に配設される凹部１０８が
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示され、部分斜視図では制御部材９０に配設されたピンまたはカム８８のそれぞ

れを受け入れるための望ましくはフレア形状に構成された切り欠き凹部１１３と

共に接続ピース１１０が示されている。

      【００５９】

  図７Ｃは駆動機構１４５．１の部分図の第１変形を示し、それは図７Ａと関連

して記載された駆動機構１４５と事実上同一に構成され、またそれは出口軸９６

を持つ電動機駆動機構９５、そこに操作可能に接続される駆動軸９３、円筒胴部

１０１を持つハウジング１００、およびその内部に配設される圧力ばね１０９よ

り成る。図７Ａで示される実施例の変形では、駆動機構１４５．１の制御部材は

アクチュエーター９０．１として構成される。その前端部では、アクチュエータ

ー９０．１はねじ込みスピンドル９４として構成され、ストップカラー部９９を

配設される。ねじ込みスピンドル９４は後壁１０５に配設されるねじ（参照符号

なし）に操作可能に接続される。ねじ込みスピンドル９４のストップカラー部９

９と操作可能に接続するために後壁に配設されるスイッチ９８は電動機駆動機構

９５を作動する制御単位９７と結合される。

      【００６０】

  駆動機構１５５の更なる実施例が図８で描かれ断面および部分分解図として示

される。駆動機構１５５は内視鏡１２５．１の部分図とアダプター部１５０より

成る。１２５．１と１５０の各部は以下のパラグラフで詳細に説明される。

      【００６１】

  図８で示される内視鏡１２５．１は円筒部１２８．１を持ち、これは第１接続

ピースに関連して補償のやり方で配向された円筒部１２８．１と一体に形成され

た第１接続ピース１２６を配設され、そこに管状チャネル１４１を提示する第２

接続ピース１２６．１を配設される。管状チャネル１４１は第２接続ピース１２

６．１を通じて延び、ここでは詳細に示されていないやり方で線路２１を経由し

て吸引洗浄単位２２（図１）と接続する。

      【００６２】

  内視鏡１２５．１の円筒胴部１２８．１は同軸内部空間１２７．１を配設され

る。内部空間１２７．１は図７Ａと関連して説明されたように相互に同軸内側に
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配設される要素１３３．１と１３４．１と１３５．１を受け入れるように構成さ

れる。案内管１３４．１と延伸手術用具１３５．１は可撓性に構成される。更に

内視鏡１２５．１で円筒胴部１２８．１に関して補償するように配設されるのは

、コネクター１３０．１であり、これは凹部１３１．１を配設されその内部空間

と液体連通する。アダプター部１３０．１の外周に配設されお互いに関連して補

償されるのははめ込みカム１２９または類似のものであり、これはアダプター部

１５０への挿入に際しそれとカップリング係合される。

      【００６３】

  ハウジング状アダプター部１５０は第１円筒ハウジング部１５４を持ち、それ

は肩部１４８とそこに一体に形成された延伸ハウジング部１５４．１を内部に配

設される。第１ハウジング部１５４の凹部１５２の表面で内側に配設されている

のは例えば切り欠き１４９であり、円筒肩部１４８に配設されるのはシール１４

７である。お互いに補償される貫通孔経路１５３と１５１は２個のハウジング部

１５４と１５４．１の内側に軸方向に延びる。第１貫通孔経路１５３では、可動

アクチュエーター１１６は圧力ばね１１７の復元力に対しバイアスをつけられる

。その近端部では、アクチュエーター１１６は手動のための圧力ピース１１８を

配設される。アクチュエーター１１６の近端部では、延伸針金として構成された

手術用具１３５．１はここでは詳細に説明されていない手段により第２貫通孔経

路１５１を通じて延びる。

      【００６４】

  接続部材１５０を持つ内視鏡１２５．１のカップリング接続部は、望ましくは

既知のルーアー円錐コネクターまたは既知の差込み円錐部により実現され、これ

によりアダプター部１３０．１に配設されるカム１２９または類似のものはハウ

ジング部１５４の凹部１５２に配設される切り欠き１４９と固定回転係合にもち

こまれ、またシール１４７を用いて内視鏡１２５．１とカップリング部材１５０

との機能的接続が実現される。

      【００６５】

  これら要素それぞれの前記カップリング接続体は、例えば差込み引っ掛け部材

（ばね錠）として構成される。望ましい実施例では、前記の要素は相互に鎖錠円
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錐コネクターにより接続され、これによりカップリング接続が実現される。既知

の鎖錠円錐接続は６％（ルーアー）円錐を配設され、皮下注射器、カニューレ、

および類似の医療器具にとりわけ適している。このような円錐接続体の特異的構

成は欧州基準ＥＮ１７０７により詳細に説明されている。

      【００６６】

  図９はお互いに距離を置いて配設される２個の光学チャネル４３と４３．１お

よび各チャネルにそれぞれ配設される立体画像の伝達のための光学案内部材４０

と４０．１の拡大規模での断面を示したプローブ３０．１の更なる実施例を示す

。光学案内部材４０と４０．１の各遠端部４１と４１．１および管状光学チャネ

ル４３と４３．１の遠端部の間で、光学レンズ４５と４５．１が光学チャネルの

内部空間内にそれぞれ配設される。管状光学チャネル４３と４３．１の遠端部は

望ましくは透明（半透明）のディスク４６と４６．１または類似のものによりシ

ールされる。

      【００６７】

  図３Ａに基づく光学チャネル４３に配設される光学案内部材４０と、図９に基

づく光学チャネル４３と４３．１にそれぞれ配設される２個の光学案内部材それ

ぞれは、適切に構成された光学要素を配設され、その遠端部に配設される。図３

Ａと図９に示される実施例では、光学要素はそれぞれ光学レンズ４５として構成

される。光学レンズ４５は各光学案内部材４０の前面または遠端部で、あるいは

２個の光学案内部材４０と４０．１のそれぞれの遠端部にそれぞれ配設されるこ

とに注目されねばならない。

      【００６８】

  本実施例の変形として、ここでは詳細に説明されていないが、各光学要素は遠

端部に組み込みまたは基礎を置くことができる。遠端部に配設された光学レンズ

４５または光学案内部材４０または４０と４０．１の前面に組み込まれまたはそ

れに基礎を置く光学要素は視野に焦点を集め精度を高める機能に役立つ。

      【００６９】

  更に２個の光学チャネル４３と４３．１の間のプローブ３１．１で、作業チャ

ネル３３．１はそこに同軸に配設された案内管３４．１を配設されまたはそれを



(27) 特表２００３－５１４６１６

持つ。手術用具は案内管３４．１に配設される。手術用具３５．１の遠端部では

、作業用具として構成されるヘッドピース３６はそこで一体に形成されかつここ

でナイフとして構成される。各機能要素の運動は図３Ａと関連して説明された。

      【００７０】

  ヘッドピース３６を配設された手術用具３５と３５，１乃至３５．７は手動ま

たは電動機で作動され、そのためプローブ３０の遠端部３１に関連して軸方向で

例えば予め設定された調節可能な距離まで摺動可能であり、従ってここで詳細に

は示されていない手段により焦点を集め、より精密な視野位置をロックインする

ことができることは注目されねばならい。

      【００７１】

  各駆動機構の機能要素および駆動機構との操作可能な接続から生じる光学およ

び機械要素の運動、並びに相互に関連するそれらのものの配設は説明された実施

例に限定されるものではない。

      【００７２】

  本発明の考えからはずれることなく光学および機械要素の更なる実施例と構成

は、正確で視覚で十分モニターできる顕微手術を維持しながら、なおかつ前記請

求項の範囲内で特に記載されたもの以外にも実施することができる。

【図面の簡単な説明】

    【図１】  眼の顕微手術を実行するための内視鏡とプローブを持つ装置の図

式による表示

    【図２】  前眼房に挿入されたプローブを示す拡大された規模での眼の部分

の断面図

    【図３Ａ】  中空針の形状に構成された光学チャネルと作業チャネルを持つ

プローブの部分の上面断面図

    【図３Ｂ】  正反対に配設された光学チャネルと作業チャネルを持つ図３Ａ

に基づく矢印Ａの方向でのプローブの図

    【図３Ｃ】  ２個の光学チャネルとその間に配設された１個の作業チャネル

を持つプローブの第１変形の図

    【図３Ｄ】  ２個の光学チャネルとその間に配設された２個の作業チャネル
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を持つプローブの第２変形の図

    【図３Ｅ】  ２個の光学チャネルとその間に配設された１個の作業チャネル

を持つプローブの第１実施例の図

    【図３Ｆ】  ２個の光学チャネルとその間に配設された１個の作業チャネル

を持つ図３Ｅのプローブの第１変形の図

    【図３Ｇ】  ２個の光学チャネルとその間に配設された作業チャネルを持つ

図３Ｅに基づくプローブの第２変形の図

    【図４Ａ】  片刃ナイフとして構成された手術用具を持つ作業チャネルの第

１実施例を示す断面図

    【図４Ｂ】  両刃ナイフとして構成された図４Ａに基づく手術用具を示す断

面図

    【図４Ｃ】  締付け要素（鉗子）として構成され手術用具を配設された作業

チャネルの第２実施例の断面図

    【図４Ｄ】  はさみとして構成され手術用具を配設された作業チャネルの第

３実施例の断面図

    【図４Ｅ】  軸方向に移動でき開離位置にある切り刃を持つはさみとして構

成される手術用具の変形の断面図

    【図４Ｆ】  閉鎖位置にある切り刃を持つ図４Ｅに基づくはさみとして構成

される手術用具の変形の断面図

    【図４Ｇ】  中空円筒カニューレとして構成される手術用具をそこに配設さ

れる作業チャネルの第４実施例の断面図

    【図４Ｈ】  図４Ｄに基づく中空円筒管として構成された手術用具の変形の

断面図

    【図４Ｋ】  ドリルとして構成され手術用具をそこに配設された作業チャネ

ルの更なる実施例を示す断面図

    【図５】  プローブがそこに配設された図１に基づく装置の内視鏡の図式に

よる表示

    【図６Ａ】  プローブに配設された手術用具のための駆動機構の第１実施例

の拡大規模での断面図
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    【図６Ｂ】  図１に基づく装置にカメラを接続するための接続ピースをそこ

に配設された図６Ａに基づく内視鏡の部分図

    【図７Ａ】  プローブに配設された手術用具の駆動機構の第２実施例の拡大

規模での断面図

    【図７Ｂ】  図７Ａに基づく駆動機構の断面の上面図

    【図７Ｃ】  プローブに配設された手術用具のための図７Ａに基づく駆動機

構の変形

    【図８】  手術用具のための駆動機構の第３実施例の断面の分離組立図

    【図９】  ２個の光学チャネルとその間に配設された１個の作業チャネルを

持つ中空針として構成されたプローブの断面および部分上面図
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【図１】
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【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図３Ｅ】

【図３Ｆ】
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【図３Ｇ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図４Ｄ】
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【図４Ｅ】

【図４Ｆ】

【図４Ｇ】

【図４Ｈ】

【図４Ｋ】
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【図５】
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【図６Ａ】
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【図６Ｂ】
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【図７Ａ】
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【図７Ｂ】

【図７Ｃ】
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【図８】

【図９】
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【国際調査報告】
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